
真木野区
＊要望書

＊要望書以外の要望

要望・質問事項 要望・質問に係る対応状況等

②

災害等が発生した際の避難場所がないため、公民館を建設し
てほしい。

町だけでなく区にも負担が生じてしまいますので、まずは、
区全体での合意形成を図っていただきまして、町へご相談い
ただければと思います。

真木野区全体での合意形成待ち。

【鈴木自立総務課長】

➀

ターミナルトイレ脇の駐車場に赤いコーンがあるため通行し
づらい。北から来る方はターミナル側から駐車場に入り、踏
切に向かってくるので、真木野から国道に出る際に危険。何
か対応策を講じてほしい。

国道の側溝蓋が壊れており、現場打のため既製品の蓋が入ら
ない状況となっています。棚倉土木事務所では、側溝の敷設
替えを予定しているそうですが、予算確保に努めているとの
ことでしたので、地元からの要望として県へお伝えしたいと
思います。

棚倉土木事務所において側溝の補修工事を令和６年３月に完
成しております。

【古市事業課長】

懇談会時における町の回答（措置・対応）

③

親水広場駐車場の騒音対策を早急にお願いしたい。 看板等を設置しまして駐車場利用者のマナーに訴えかけてい
きたいと考えております。

駐車場利用に関する注意書きの看板は既に設置されています
が、令和6年度に新たに看板設置を予定していますので、今
後も利用マナーについて周知していきたいと思います。

【古市事業課長】

要望・質問事項 懇談会時における町の回答（措置・対応） 要望・質問に係る対応状況等

➀

堰板の代わりにコンクリート詰め土砂吐き水門を設置してほ
しい。＊地元負担のないようにお願いいたします。

真木野堰は、昭和37年にコンクリート固定堰として築造さ
れ、受益面積５haの田に農業用水を供給しております。
以前から地元用水組合から真木野堰の補修についてのご意見
を頂いておりましたが、受益面積等(20ha以上)が補助事業の
要件に該当しない状況です。
土砂吐き水門設置については、水門の規模によりますが補助
事業等に該当するかどうか県南農林事務所との打合せや河川
法に基づく県南建設事務所との協議が必要となります。
水門設置が困難であった場合に、堰天端の間詰めコンクリー
トを行った際には、今まで以上に取水口から土砂が流入し堆
砂する恐れがあると考えられますので、毎年、地元用水組合
で堰板の設置作業については、大変苦慮し危険を伴う作業で
あると考えられますが、コンクリートを設置するかどうかは
今後の検討課題としたいと思います。

同左

【古市事業課長】


